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船舶事故調査報告書 

 

                             令和４年１０月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年７月１６日 ２３時００分ごろ 

発生場所 沖縄県伊江
い え

村伊江島北西方沖 

 伊江島灯台から真方位０２９°０.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯２６°４４.３′ 東経１２７°４５.５′） 

事故の概要  遊漁船平成
へいせい

丸は、東進中、浅礁に乗り揚げた。 

 平成丸は、プロペラ軸の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 令和４年７月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 平成丸、４.９トン 

ＯＮ３－０７００３（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９０ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２２０.６５kＷ、平成２年３月２９日 

第２９６－１１５１６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ７２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６０年３月１日 

  免許証交付日 令和元年１１月１４日 

         （令和７年２月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ軸、プロペラ翼及び舵板に曲損、船底外板に亀裂及び擦過傷

（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 西南西、波高約１.５～２.０ｍ（周期約７秒）、潮汐 

下げ潮の初期（大潮） 

月出時刻：２１時５１分ごろ 月齢：１７.０ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、遊漁の目的

で、令和４年７月１６日１９時ごろ沖縄県恩納
お ん な

村恩納漁港を出港し

た。 

 本船は、２０時ごろから伊江島南西方の南ノ
へ の

曽根
そ ね

付近でシーアン 

カーを投入して漂泊しながら遊漁を行っていたところ、船長が南西か
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らの波及び風が強まるのを感じ、島陰となる伊江島北方沖のポイント

に移動することとした。 

 本船は、船長が、自動操舵により約１０ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で伊江島灯台を右舷に見ながら伊江島西方沖合を

北東進した後、同島北西方沖に至ったところで手動操舵に切り換え、

付近に拡延する浅礁の周辺で遊漁を行う場所を探しながら同島北方沖

のポイントに向かおうと思い、約６kn に減速し、同島の陸岸に沿っ

て航行を続けた。 

 船長は、操舵室の天窓から顔を出し、目視で見張りを行いながら東

進中、魚群探知機の水深が１０ｍを示していたので、陸岸に接近し過

ぎたと思い、本船を沖に向けようとしたところ、２３時ごろ、突然船

尾方から波を受けて圧流されるのを感じ、直後にガラガラという音を

聞いて本船が浅礁に乗り揚げたのを認めた。 

 船長は、本船を浅礁から出そうと主機を使用したが、推進力を得る

ことができず、釣り客が携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報

した。 

 釣り客２人は、翌１７日０２時１０分ごろ海上保安庁のヘリコプタ

により吊り上げ救助され、船長及び釣り客４人は、０２時４５分ごろ

干潮時に消防の誘導により浅礁の上を歩いて救助された。 

 本船は、本事故の翌日、僚船により浅礁からの引出しが試みられた

ものの引き出すことができず、後日、サルベージ会社のクレーン付台

船により引き出され、廃船処理された。 

（付図１ 推定航行経路図、写真１ 本船（本事故後） 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.７ｍ、船尾約０.９ｍであった。 

船長は、伊江島周辺における遊漁船業及び漁業の経験が３０年以上

あった。 

船長は、本事故当時、月明かりで伊江島の陸岸が見えていたので、

操舵室の天窓から顔を出し、陸岸との距離を目測しながら航行してい

たが、ＧＰＳプロッターを確認していなかった。 

海図Ｗ２２２Ｂ（沖縄島北部）によれば、本事故発生場所付近は、

水深が１００ｍから１２.４ｍ、更に１２.４ｍから１.５ｍと急激に

浅くなっている。（付図１参照） 

「波浪学のＡＢＣ」（磯﨑一郎著、平成１８年株式会社成山堂書店

発行）によれば、次のとおりである。 

沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合に

は、水深と海底勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効

果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局波形勾配が急峻にな

って砕波します。これが、いわゆる磯波です。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 



- 3 - 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

あり 

本船は、伊江島北西方沖を東進中、船長が、浅礁の周辺で遊漁を行

う場所を探そうと思い、陸岸との距離を目測しながら浅礁に接近して

航行を続けたことから、海岸付近で隆起した波を受けて圧流され、浅

礁に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が伊江島北西方沖を東進中、船長が、浅礁の

周辺で遊漁を行う場所を探そうと思い、陸岸との距離を目測しながら

浅礁に接近して航行を続けたため、海岸付近で隆起した波を受けて圧

流され、浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船舶の船長は、夜間に陸岸に近い海域を航行する場合には、

目視のみに頼らず、ＧＰＳプロッターを活用して船位の確認を行

うこと。 

・小型船舶の船長は、水深が急激に浅くなる海域では、波浪が急激

に高くなることがあるので、常に波の状況に注意して航行すると

ともに、沖合にうねりがある場合には、できる限り近づかないよ

うにすること。 
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付図１ 推定航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船（本事故後） 

  

 

下図参照 


